
 

議案第１号  
 
 

教育に関する議案に対する教育委員会の意見に係る 
臨時代理の報告及び承認について 

 
 
（提案理由） 
  令和７年１１月熊本県議会定例会へ提案した教育に関する議案に対し、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、知事から教育

委員会の意見を求められ、教育長が臨時に代理して意見を申し出たため、熊本県

教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第３条第２項の規定によ

り、別紙のとおり報告し、承認を求める必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
参考：関係法令条項 

 
●地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

   第２９条（教育委員会への意見聴取） 
地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に

教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合に

おいては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

 
 
●熊本県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則（平成２０年４月１日施行） 

   第２条（教育長へ委任しない事務） 
教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。 

   （６）教育予算その他教育に関する議会の議決を経るべき事件の議案について知事 
     に意見を申し出ること 
   第３条（臨時代理） 
    １  教育長は、前条第１項の規定にかかわらず、同条各号に掲げる事務について、 
   教育委員会に付議する暇がないと認めるときは、臨時に代理することができる。 
    ２  教育長は、前項の規定により臨時に代理をしたときは、次の教育委員会に報 
    告し承認を求めなければならない。 
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教政第９６２号  

令和７年（２０２５年）１１月２５日  

 

 

 熊本県知事 木村 敬 様 

 

                        熊本県教育委員会 

                          教育長 越猪 浩樹 

 

教育に関する議案に対する教育委員会の意見について（回答） 

令和７年（２０２５年）１１月１８日付け財第１０７号で意見照会のありました

このことについては、原案のとおりで差し支えありません。 

写
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財第１０７号  

令和７年（２０２５年）１１月１８日 

 熊本県教育委員会 

  教育長 越猪 浩樹 様 

 

熊本県知事 木 村 敬    

 

教育に関する議案に対する教育委員会の意見について 

令和７年１１月熊本県議会定例会に提出を予定している議案のうち、下記議案に

関し、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定に基づき、貴委員

会の意見を求めます。 

 

記 

 

第 １ 号 令和７年度熊本県一般会計補正予算（第７号）の関係部分 

第 34 号 指定管理者の指定について 

第 35 号 指定管理者の指定について 

第 36 号 指定管理者の指定について 

第 37 号 指定管理者の指定について 

第 38 号 指定管理者の指定について 

第 39 号 指定管理者の指定について 

第 48 号 専決処分の報告及び承認について 
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教 育 委 員 会

一　般　会　計 （単位：千円）

国支出金 地方債 その他

教 育 政 策 課 4,194,951 4,194,951

学 校 人 事 課 113,262,410 62,240 113,324,650 1,000 61,240

文 化 課 1,465,792 16,452 1,482,244 13,000 3,452

施 設 課 8,155,118 302,278 8,457,396 195,189 106,000 1,089

高 校 教 育 課 2,537,286 2,537,286

特 別 支 援 教 育 課 244,786 244,786

学校安全・安心推進課 606,003 606,003

体 育 保 健 課 2,365,211 2,365,211

義 務 教 育 課 516,513 516,513

社 会 教 育 課 1,298,807 1,298,807

人 権 同 和 教 育 課 29,794 29,794

一 般 会 計 合 計 134,676,671 380,970 135,057,641 196,189 119,000 65,781

熊本県立高等学校実習資金特別会計 （単位：千円）

高 校 教 育 課 374,950 374,950

熊本県育英資金等貸与特別会計 （単位：千円）

高 校 教 育 課 546,379 546,379

合　　　　　計 （単位：千円）

教育委員会合計 135,598,000 380,970 135,978,970 196,189 119,000 65,781

令和７年度１１月補正予算総括表

課    　名 補正前の額 補正額 計

補　正　額 　の 　財 　源 　内  訳

特     定    　財    　源

一般財源
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歳出予算補正（一般会計） （単位：千円）

○　教育費

○　教育総務費

1

○　災害復旧費

○　教育災害復旧費

2

3

計

繰越明許費補正（追加）

No

4

5

6

7

8

9

事　業　内　容

時間外勤務手当

令和７年８月豪雨により被災した文化財の復旧
に要する経費

令和７年８月豪雨により被災した学校施設の復
旧に要する経費

施設課 教育費 高等学校費 4,926,295

熊本工業高校実習棟改築工事ほか４８件
（理由）
入札不調により工期が確保できなかったこと及び学校活動
に支障のない工法や工事時期の調整に日数を要し、年度
内の執行が困難となる見込みであるため

教育費
特別支援学校
費

1,914,142

天草支援学校長寿命化改修工事ほか１４件
（理由）
入札不調により工期が確保できなかったこと及び学校活動
に支障のない工法や工事時期の調整に日数を要し、年度
内の執行が困難となる見込みであるため

380,970

課名 款 項

432,799
小川工業高校実習棟災害復旧工事ほか２４件
（理由）
設計等に日数を要し、年度内の執行が困難となったため

美術館分館管理運営費、文化財保存事業及び県立美術
館本館改修整備事業
（理由）
工程の変更等、年度内の執行が困難となる可能性がある
ため

62,240

318,730

318,730

16,452

302,278

金額

384,081

県営体育施設整備事業
（理由）
利用者等に支障の少ない工法検討や工事時期等の調整
に日数を要し、年度内の執行が困難となる可能性があるた
め

文化財災害復旧事業（地震）
（理由）
自然災害等の不測の事態により、年度内の執行が困難と
なる可能性があるため

文化課
災害復旧
費

教育災害復旧
費

21,261

体育保健
課

教育費 保健体育費

文化課 教育費 社会教育費

施設課
災害復旧
費

教育災害復旧
費

施設課

317,867

文化課
文化財災害復旧事業（令和７年
８月豪雨）

施設課 県立学校施設災害復旧事業

説明

①令和７年度熊本県一般会計補正予算（第７号）　教育庁関係内訳

課　名 事業名

学校人事課

補正額

62,240

62,240

教育委員会事務局職員給
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10

11

債務負担行為補正（追加・変更）

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

青少年教育施設管理運営事業
（理由）
自然災害等の不測の事態により、年度内の執行が困難と
なる可能性があるため

4,500

43,040

5,000

92,929

4,500

18,788

119,038

2,600,000

218,000

825,000

11,078

No 限  度  額

社会教育
課

教育費 社会教育費

教育災害復旧
費

青少年教育施設災害復旧事業
（理由）設計等に日数を要し、年度内の執行が困難となる
見込みであるため

30,126

59,894

社会教育
課

災害復旧
費

体育保健課
藤崎台県営野球場管理運営業

務

体育保健課 県立総合体育館管理運営業務
令和８年度
～

令和１２年度

県立総合体育館管理運営にかかる指定管
理委託
（理由）
令和８年４月からの委託開始のためには、
年度内に契約締結する必要があるため

特別支援教
育課

ほほえみスクールライフ支援事
業

令和８年度

県立特別支援学校医療的ケア業務委託
（理由）
令和８年４月からの事業実施のためには、
年度内に契約締結する必要があるため

体育保健課
県民総合運動公園管理運営業

務

令和８年度
～

令和１２年度

県立高等学校半導体関連人材
育成事業

令和８年度

県立高等学校半導体関連人材育成事業業
務委託
（理由）
令和８年４月からの事業実施のためには、
年度内に契約締結する必要があるため

令和８年度
～

令和１２年度

藤崎台県営野球場管理運営にかかる指定
管理委託
（理由）
令和８年４月からの委託開始のためには、
年度内に契約締結する必要があるため

令和８年度

熊本商業高校商業実習棟空調等改修工事
に係る設計委託費
（理由）
適正な設計工期を確保するためには、年度
内に契約締結する必要があるため

東稜高校体育館等照明設備改
修事業
熊　本　市

令和８年度

県民総合運動公園管理運営にかかる指定
管理委託
（理由）
令和８年４月からの委託開始のためには、
年度内に契約締結する必要があるため

施設課
特別支援学校
仮設校舎賃借

令和８年度
～

令和１４年度

菊池支援学校ほか１校仮設校舎賃借に係
る賃借料
（理由）
年度内に変更契約締結をする必要があるた
め

高校教育課

施設課
球磨中央高校管理棟等空調設

備等改修事業
錦　町

令和８年度

球磨中央高校管理棟等空調等改修工事に
係る設計委託費
（理由）
適正な設計工期を確保するためには、年度
内に契約締結する必要があるため

県立美術館展覧会開催費
 (理由)
令和８年７月から開催予定の展覧会実施に
係る県負担額について、年度内に決定する
必要があるため

施設課

課　名 事　項 期　間

施設課
御船高校放送設備等改修事業

御　船　町

文化課

施設課

鹿本高校普通教室棟空調設備
等改修事業
山　鹿　市

令和８年度

施設課

内　　容

東稜高校体育館等照明設備改修工事費
（理由）
引き渡し予定時期までに工事を完了させる
ためには年度内に契約締結する必要があ
るため

県立美術館展覧会開催事業

令和８年度

10,000令和８年度

御船高校放送設備等改修工事費
（理由）
引き渡し予定時期までに工事を完了させる
ためには年度内に契約締結する必要があ
るため

鹿本高校普通教室棟空調等改修工事に係
る設計委託費
（理由）
適正な設計工期を確保するためには、年度
内に契約締結する必要があるため

熊本商業高校実習棟空調設備
等改修事業
熊　本　市
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24

25

26

27

28

29

455,000

177,250

37,113

230,000

学校人事課
ほか 給食業務

令和８年度
～

令和１０年度

体育保健課 総合射撃場管理運営業務
令和８年度
～

令和１２年度

県営八代運動公園管理運営業
務

定時制高等学校給食業務ほか２件

教育政策課 情報処理関連業務 令和８年度 学校ICT保守業務ほか３件

学校人事課
ほか 県有施設等管理業務

令和８年度
～

令和１２年度
特別支援学校清掃業務ほか２１件220,352

1,167,397

体育保健課 熊本武道館管理運営業務
令和８年度
～

令和１２年度

熊本武道館管理運営にかかる指定管理委
託
（理由）
令和８年４月からの委託開始のためには、
年度内に契約締結する必要があるため

体育保健課
令和８年度
～

令和１２年度

県営八代運動公園管理運営にかかる指定
管理委託
（理由）
令和８年４月からの委託開始のためには、
年度内に契約締結する必要があるため

総合射撃場管理運営にかかる指定管理委
託
（理由）
令和８年４月からの委託開始のためには、
年度内に契約締結する必要があるため
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36 

 

第 ３４ 号 

   指定管理者の指定について 

 次のように指定管理者を指定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                            熊本県知事 木 村 敬    

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

熊本県民総合運動

公園 

熊本市東区平山町

２７７６番地 

熊本県スポーツ振

興事業団・ミズノ

グループ 

代表者 一般財団

法人熊本県スポー

ツ振興事業団 理

事長 寺野愼吾 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 熊本県都市公園条例（昭和５３年熊本県条例第９号）第１６条第１項の規定に基づき、

熊本県民総合運動公園の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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条 例 等 議 案 関 係 （概 要） 

議案番号 議 案 名 内     容 

第３４号 

 

指定管理者の指

定について 

熊本県民総合運動公園の指定管理者の指定 

・指定管理候補者の選定結果については、以下のと

おり。 

 

 

１ 選定の経緯 

  ８月２９日～９月２９日 県ホームページ等において公募 

  ９月２９日       申請書の受付締切 

 １０月１６日       県教育委員会指定管理候補者選考委員会（外部有識者） 

 １０月２８日       県教育委員会指定管理者制度運営会議 

 １１月 ４日       県教育委員会 

 

２ 事業内容 

（１）指定管理者の業務内容 

  ・有料施設の利用の許可に関する業務 

・運動施設の効用を高めるために必要な業務 

・都市公園の維持及び修繕に関する業務 

・その他指定管理者が都市公園の管理上必要と認める業務 

（２）指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

３ 審査結果等 

（１）審査結果 

No 名 称 
点 数 

（５００点満点） 
候補者 

１ 熊本県スポーツ振興事業団・ミズノグループ ４６２点 〇 
            
（２）選定理由 

・多様な自主事業プログラムや高いサービスの提供が行える組織体制により、熊

本県民総合運動公園の更なる効用の発揮の期待ができること。 

  ・有資格者の配置や職員研修についても十分に計画されているほか、経営状況が

安定しており、事業計画に沿った安定した管理運営を行うために必要な人員及

び財政的基礎を有しているため。 
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第 ３５ 号 

   指定管理者の指定について 

 次のように指定管理者を指定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                            熊本県知事 木 村 敬    

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

熊本県営八代運動

公園 

熊本市東区平山町

２７７６番地 

熊本県スポーツ振

興事業団・ミズノ

グループ 

代表者 一般財団

法人熊本県スポー

ツ振興事業団 理

事長 寺野愼吾 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 熊本県都市公園条例（昭和５３年熊本県条例第９号）第１６条第１項の規定に基づき、

熊本県営八代運動公園の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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条 例 等 議 案 関 係 （概 要） 

議案番号 議 案 名 内     容 

第３５号 

 

指定管理者の指

定について 

熊本県営八代運動公園の指定管理者の指定 

・指定管理候補者の選定結果については、以下のと

おり。 

 

 

１ 選定の経緯 

  ８月２９日～９月２９日 県ホームページ等において公募 

  ９月２９日       申請書の受付締切 

 １０月１６日       県教育委員会指定管理候補者選考委員会（外部有識者） 

 １０月２８日       県教育委員会指定管理者制度運営会議 

 １１月 ４日       県教育委員会 

 

２ 事業内容 

（１）指定管理者の業務内容 

  ・有料施設の利用の許可に関する業務 

・運動施設の効用を高めるため必要な業務 

・都市公園の維持及び修繕に関する業務 

・その他指定管理者が都市公園の管理上必要と認める業務 

（２）指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

３ 審査結果等 

（１）審査結果 

No 名 称 
点 数 

（５００点満点） 
候補者 

１ 熊本県スポーツ振興事業団・ミズノグループ ４５０点 〇 
            
（２）選定理由 

・従前の計画を確実に実行した実績から、今後の計画についても確実に実行でき

ると予想され、施設の更なる有効活用・価値の創造の実現が期待できる。 

・安定した管理運営が可能となる財務基盤を有しており、職員教育や研修制度の

充実による継続的な人材育成への意識が高い。 
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第 ３６ 号 

   指定管理者の指定について 

 次のように指定管理者を指定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                            熊本県知事 木 村 敬    

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

藤崎台県営野球場 熊本市東区平山町

２７７６番地 

熊本県スポーツ振

興事業団・ミズノ

グループ 

代表者 一般財団

法人熊本県スポー

ツ振興事業団 理

事長 寺野愼吾 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 藤崎台県営野球場条例（昭和３５年熊本県条例第３６号）第１０条第１項の規定に基づ

き、藤崎台県営野球場の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30



条 例 等 議 案 関 係 （概 要） 

議案番号 議 案 名 内     容 

第３６号 

 

 

指定管理者の指

定について 

 

藤崎台県営野球場の指定管理者の指定 

・指定管理候補者の選定結果については、以下のと

おり。 

 

１ 選定の経緯 

  ８月２９日～９月２９日 県ホームページ等において公募 

  ９月２９日       申請書の受付締切 

 １０月２１日       県教育委員会指定管理候補者選考委員会（外部有識者） 

 １０月２８日       県教育委員会指定管理者制度運営会議 

 １１月 ４日       県教育委員会 

 

２ 事業内容 

（１）指定管理者の業務内容 

  ・施設及び設備を提供する業務 

・野球競技に関する相談に応じ、及び指導を行う業務 

・野球場の使用の許可に関する業務 

・野球場の施設等の維持及び修繕に関する業務 

・その他、指定管理者が野球場の管理上必要と認める業務 

（２）指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

３ 審査結果等 

（１）審査結果 

No 名 称 
点 数 

（５００点満点） 
候補者 

１ 熊本県スポーツ振興事業団・ミズノグループ ４４５点 〇 
            
（２）選定理由 

・従前の計画を着実に実行し、維持管理マニュアルの随時改定やナイター料金の

見直しなど、利用者側に立った安定的な施設運営を円滑に行っており、様々な

利用者層の利用促進に努め、スポーツ振興に寄与している。 

・多様な人材の採用を計画しかつ人材育成に力を入れている。 
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第 ３７ 号 

   指定管理者の指定について 

 次のように指定管理者を指定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                            熊本県知事 木 村 敬    

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

熊本武道館 熊本市中央区水前

寺五丁目２３番２

号熊本武道館内 

公益財団法人熊本

県武道振興会  

理事長 河津修司 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 熊本武道館条例（昭和４６年熊本県条例第６２号）第１０条第１項の規定に基づき、熊

本武道館の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２

４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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条 例 等 議 案 関 係 （概 要） 

議案番号 議 案 名 内     容 

第３７号 

 

 

指定管理者の指

定について 

 

熊本武道館の指定管理者の指定 

・指定管理候補者の選定結果については、以下のと

おり。 

 

１ 選定の経緯 

  ８月２９日～９月２９日 県ホームページ等において公募 

  ９月２９日       申請書の受付締切 

 １０月１６日       県教育委員会指定管理候補者選考委員会（外部有識者） 

 １０月２８日       県教育委員会指定管理者制度運営会議 

 １１月 ４日       県教育委員会 

 

２ 事業内容 

（１）指定管理者の業務内容 

  ・施設及び設備を提供する業務 

・武道に関する相談及び指導を行う業務 

・武道館の使用の許可に関する業務 

・武道館の施設等の維持及び修繕に関する業務 

・その他、指定管理者が武道館の管理上必要と認める業務 

（２）指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

３ 審査結果等 

（１）審査結果 

No 名 称 
点 数 

（５００点満点） 
候補者 

１ 公益財団法人熊本県武道振興会 ４０２点 〇 
            
（２）選定理由 

・これまでの管理運営実績から、今後も安定的な運営が可能である。 

・コンプライアンスに対する意識が高く、信頼できる団体である。 
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第 ３８ 号 

   指定管理者の指定について 

 次のように指定管理者を指定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                            熊本県知事 木 村 敬    

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

熊本県立総合体育

館 

熊本市東区平山町

２７７６番地 

熊本県スポーツ振

興事業団・ミズノ

グループ 

代表者 一般財団

法人熊本県スポー

ツ振興事業団 理

事長 寺野愼吾 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 熊本県立総合体育館条例（昭和５７年熊本県条例第３３号）第１０条第１項の規定に基

づき、熊本県立総合体育館の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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条 例 等 議 案 関 係 （概 要） 

議案番号 議 案 名 内     容 

第３８号 

 

 

指定管理者の指

定について 

 

熊本県立総合体育館の指定管理者の指定 

・指定管理候補者の選定結果については、以下のと

おり。 

 

１ 選定の経緯 

  ８月２９日～９月２９日 県ホームページ等において公募 

  ９月２９日       申請書の受付締切 

 １０月２１日       県教育委員会指定管理候補者選考委員会（外部有識者） 

 １０月２８日       県教育委員会指定管理者制度運営会議 

 １１月 ４日       県教育委員会 

 

２ 事業内容 

（１）指定管理者の業務内容 

  ・体育、スポーツのための施設及び設備を提供する業務 

・体育、スポーツに関する相談に応じ、指導を行う業務 

・体育館の使用の許可に関する業務 

・体育館の施設等の維持及び修繕に関する業務 

・その他、指定管理者が体育館の管理上必要と認める業務 

（２）指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

３ 審査結果等 

（１）審査結果 

No 名 称 
点 数 

（５００点満点） 
候補者 

１ 熊本県スポーツ振興事業団・ミズノグループ ４５４点 〇 
            
（２）選定理由 

・従前の計画を確実に実行した実績から、今後の安定的な運営、更なる利用者拡

大及び施設の活用が期待できる。 

・大学との共同事業や障がい者の方の意見を取り入れた施設改修を行うなど、利

用者側に立った運営を行っており、多様な人材の採用を計画しかつ人材育成に

力を入れている。 
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第 ３９ 号 

   指定管理者の指定について 

 次のように指定管理者を指定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                            熊本県知事 木 村 敬    

施設の名称 
指 定 管 理 者 

指定の期間 
所 在 地 名称及び代表者 

熊本県総合射撃場 熊本市東区平山町

２７７６番地 

熊本県スポーツ振

興事業団・ミズノ

グループ 

代表者 一般財団

法人熊本県スポー

ツ振興事業団 理

事長 寺野愼吾 

令和８年４月１日か

ら令和１３年３月３

１日まで 

（提案理由） 

 熊本県総合射撃場条例（平成１０年熊本県条例第２６号）第１０条第１項の規定に基づ

き、熊本県総合射撃場の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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条 例 等 議 案 関 係 （概 要） 

議案番号 議 案 名 内     容 

第３９号 

 

 

指定管理者の指

定について 

 

熊本県総合射撃場の指定管理者の指定 

・指定管理候補者の選定結果については、以下のと

おり。 

 

１ 選定の経緯 

  ８月２９日～９月２９日 県ホームページ等において公募 

  ９月２９日       申請書の受付締切 

 １０月２１日       県教育委員会指定管理候補者選考委員会（外部有識者） 

 １０月２８日       県教育委員会指定管理者制度運営会議 

 １１月 ４日       県教育委員会 

 

２ 事業内容 

（１）指定管理者の業務内容 

・射撃競技のための施設及び設備を提供する業務 

・射撃競技に関する相談に応じ、指導を行う業務 

・射撃場の使用の許可に関する業務 

・射撃場の施設等の維持及び修繕に関する業務 

・その他、指定管理者が射撃場の管理上必要と認める業務 

（２）指定期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

３ 審査結果等 

（１）審査結果 

No 名 称 
点 数 

（５００点満点） 
候補者 

１ 熊本県スポーツ振興事業団・ミズノグループ ４３４点 〇 
            
（２）選定理由 

  ・安定的な施設運営を行っており、射撃場という専門的な施設という特性を踏ま

え、専門資格者を配置しているほか、鉛の回収や水質検査など地域からの理解

を得ながら管理運営がなされている。 

・車いす利用者のシミュレーションによる施設改善や暑さ対策として会議室開放

など利用者側に立った運営がなされているとともに、研修制度を体系化し人材

育成に力を入れている。 
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第 ４８ 号 

   専決処分の報告及び承認について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により専決処分した事 

件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

  令和７年１１月２８日提出 

熊本県知事 木 村 敬    

専第 １７ 号 

   和解及び損害賠償額の決定について 

 次に掲げる日、場所及び原因で発生した事故に関し、和解の相手方と熊本県との間に次

のとおり損害賠償の額を決定し、和解することとする。 

  令和７年１０月１７日専決 

熊本県知事 木 村 敬    

発 生 日 

発 生 場 所 

事 故 の 原 因 

和解の相手方 損害賠償の額 和 解 事 項 

令和７年７月１８日 

天草市本渡町地内 

落枝 

個 人 

（車両所有者） 

３３６，１９４円  当事者双方は、

今後本件に関し

て、裁判上又は裁

判外において一切

の異議及び請求の

申立てをしないこ

と。 

個 人 

（車両所有者） 

３２３，１８８円 
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条 例 等 議 案 関 係 （概 要） 

議案番号 議 案 名 内     容 

第４８号 専決処分の報告

及び承認につい

て 

教職員住宅跡地に係る敷地内の樹木の枝が腐食によ

って折れて落下し、隣接地に駐車していた車両（２

台）を損傷させたことに関し、損害賠償額を決定 

し、和解したもの。 

 

１ 和解の相手方 

 個人２名（車両所有者） 

 

２ 損害額 

 合計：６５９，３８２円 

 車両所有者①：３３６，１９４円 

 車両所有者②：３２３，１８８円 

 

３ 賠償割合 

 県：相手方＝１０：０ 
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